
保険料の軽減措置が一部変更になります
お問い合わせ先　資格保険料課 ☎０４３-３０８-６７６８

　後期高齢者医療制度では、保険料の軽減措置があります。
　令和6年度は、均等割５割軽減および2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されます。

会社の健康保険などの被保険者であった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者で
あった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され「所得割額」は、かかりません。
●国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
●「所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

所得の低い方の均等割額の軽減

●軽減判定所得基準

●令和6年度軽減判定所得基準

※１ ・均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
 ・専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
 ・65歳以上（１月１日時点）の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額１５万円を差し引いた額で軽減判定します。
 ・軽減判定の基準日は毎年4月１日です。（年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。）
※２ 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が２人以上いる場合には、その人数から１を減じた数に１０万円を乗じた金額を加えます。
 ①給与収入（専従者給与を除く）が５５万円を超える。
 ②６５歳以上（前年の１２月３１日現在）で公的年金収入（特別控除額15万円を差し引いた額）が110万円を超える。
 ③６５歳未満（前年の１２月３１日現在）で公的年金収入が60万円を超える。

軽減の申請手続きは不要です
軽減判定の対象となる方の所得情報が無い場合には、所得の申告が必要となる場合があります。

軽減割合軽減割合軽減割合

５割軽減５割軽減５割軽減

２割軽減２割軽減２割軽減

軽減判定所得※1基準軽減判定所得※1基準軽減判定所得※1基準

４3万円＋（2９万円×世帯内の被保険者数）
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2

令
和
５
年
度

令
和
５
年
度

令
和
５
年
度 ４3万円＋（５3.5万円×世帯内の被保険者数）

＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2

軽減割合軽減割合軽減割合

５割軽減５割軽減５割軽減

２割軽減２割軽減２割軽減

軽減判定所得※1基準軽減判定所得※1基準軽減判定所得※1基準

４3万円＋（2９.5万円×世帯内の被保険者数）
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2

４3万円＋（５4.5万円×世帯内の被保険者数）
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2

令
和
６
年
度

令
和
６
年
度

令
和
６
年
度

7割軽減7割軽減7割軽減４3万円
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2以下の場合

１３，1４０円／年

２1，9００円／年

３５，0４０円／年

５割軽減５割軽減５割軽減

2割軽減2割軽減2割軽減

軽減後の均等割額軽減後の均等割額軽減後の均等割額軽減割合軽減割合軽減割合軽減判定所得※1基準
（世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計）

軽減判定所得※1基準
（世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計）

軽減判定所得※1基準
（世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計）

４3万円＋（2９.5万円×世帯内の被保険者数）
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2以下の場合

４3万円＋（５４.５万円×世帯内の被保険者数）
＋１０万円×（給与・年金所得者の数－１）※2以下の場合
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保険料の計算例
お問い合わせ先　資格保険料課 ☎０４３-３０８-６７６８

●年金収入が220万円のみの単身世帯の場合

収入ごとの保険料例

●単身世帯（収入は年金のみ）の場合

80万円80万円80万円

13,100円13,100円13,100円

120万円120万円120万円

13,100円13,100円13,100円

16０万円16０万円16０万円

19,000円19,000円19,000円

200万円200万円200万円

74,700円74,700円74,700円

240万円240万円240万円

123,000円123,000円123,000円

280万円280万円280万円

159,400円159,400円159,400円

年金収入年金収入年金収入

年間保険料額年間保険料額年間保険料額

※年金収入額は、夫の金額です。
※妻の収入は、年金80万円以下を想定しています。

●後期高齢者夫婦2人世帯（収入は年金のみ）の場合

13,100円13,100円13,100円 13,100円13,100円13,100円 13,100円13,100円13,100円 21,900円21,900円21,900円 35,000円35,000円35,000円 43,800円43,800円43,800円年間保険料額
（妻）

年間保険料額
（妻）

年間保険料額
（妻）

13,100円13,100円13,100円 13,100円13,100円13,100円 19,000円19,000円19,000円 61,600円61,600円61,600円 114,200円114,200円114,200円 159,400円159,400円159,400円年間保険料額
（夫）

年間保険料額
（夫）

年間保険料額
（夫）

80万円80万円80万円

26,200円26,200円26,200円

120万円120万円120万円

26,200円26,200円26,200円

16０万円16０万円16０万円

32,100円32,100円32,100円

200万円200万円200万円

83,500円83,500円83,500円

240万円240万円240万円

149,200円149,200円149,200円

280万円280万円280万円

203,200円203,200円203,200円

年金収入年金収入年金収入

年間保険料額年間保険料額年間保険料額

※100円未満を切り捨てます。

年間保険料額　　＋　　＝96,000円1 2

均等割額

所得割額

※単身世帯の2割軽減基準額＝４3万円＋５４万５千円＝９７万５千円
※軽減判定所得が基準額以下のため2割軽減となります。

年金収入年金収入年金収入

220万円220万円220万円
公的年金等控除額公的年金等控除額公的年金等控除額

110万円110万円110万円
特別控除額特別控除額特別控除額

15万円15万円15万円
軽減判定の基準額軽減判定の基準額軽減判定の基準額

95万円95万円95万円－ － ＝

年金収入年金収入年金収入

220万円220万円220万円
公的年金等控除額公的年金等控除額公的年金等控除額

110万円
基礎控除基礎控除基礎控除

43万円
賦課のもととなる所得金額賦課のもととなる所得金額賦課のもととなる所得金額

67万円－ － ＝

均等割額均等割額均等割額

43,800円43,800円43,800円 × ＝ 35,040円35,040円35,040円
10割－2割10割－2割10割－2割

0.８0.８0.８
1

賦課のもととなる所得金額賦課のもととなる所得金額賦課のもととなる所得金額

67万円67万円67万円 × ＝
所得割率所得割率所得割率

9.11％9.11％9.11％
所得割額2
61,037円61,037円61,037円

軽減後の均等割額
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